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<紹介>

帝政ロシア労働政策に関する

エ リ ・エム・イワノフの見解

147 (741) 

荒叉重雄

まえがき

ここに紹介しようとしているものは， レオニード・ミハイロヴイッチ・イ

ワノフ JIeoHH.n:MHxa員J10BH可I1BaHoBが，ア・エブ・ヴォヴチーク A φ. 

BOB可HKの著書口OJlHTHKa~apH3Ma rro pa60可eMyBorrpocy B rrpe.n:pεBOJlIO-

~HOHHbI首 rrepHO.n: (1964)によせてかし、た論文 CaMo.n:ep)!{aBHe H pa60'IH白

KJlaCC HeKoTopble BorrpコCoIrr)耳目THKH~apH3Ma CBJrrpJCbI I1CTopIIH， 1968， 

No. 6)である。小論ながら，ソヴ、エトにおける帝政ロシア労働政策論の水

準を示すものとみられるものである。

エリ・エム・イワノフは，地味だが手ごたえのある数多の論文によって，

わが国のロシア史研究者にその名を知られていた。とくにロシア労働者階級

史の研究者としては， 1959年にひらかれたロシア・プロレタリアート史に関

する学術討論会の主報告者であったことや，詳細な資料をもって全くあたら

しい分野を次々に開拓することやで注目されてきた。だが，おしむべきこと

に，昨年この世を去った。I1cTOpU'IeCKHe3arrHcKHの第90巻に，カ・エヌー・

タノレノフスキー K.H. TapHoBcKH白が追悼文をよせている。

1) その報告は，のち BorrpOCbII1CTOpHH誌1960年第3号に COCTOllHHeH 3a且a刊

日3y可eHHlI rrpo耳目apHaTaPOCCHH として発表された。また西島有厚氏は主と

してこの論文に依拠しながら「ソヴエトにおける労働運動史研究の最近の動向J，

『労働運動史研究』第26号 (1961年3月〉を発表された。

2) 筆者は，イワノフのそうした研究の一つに依拠して「ロシア社会保険前史J，r北
海学園大学経済論集』第20巻第 2号 (1972年9月〉を発表した。また，イワノフ

の編集した小著『ロシア労働者階級史』や，プロレタリアートへの専箭IJおよびブ
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ルジョアジーのイデオロギー的働きかけについてのイワノフの興味深い研究につ

いても，機会をみて紹介したし、。

3) K. H. TapHoBcKH首， naM5ITH JIeoHH，n:a MHxai1且OBHQa~BaHOBa. ~CTOpH可一

eCKHe 3arrHcKH， No. 90， 1972， MocKBa. 

カ・エヌ・タルノフスキーによれば，エリ・エム・イワノフは1909年生れ

で， 1929年にコムソモノレ員としてヤロスラヴリ教育大学歴史経済学部に入学

し， 1932年にそこを卒業している。イワノヴォ市の夜間党学校の教師をつと

めたのち，モスクワの国立歴史博物館付属大学院に入り，そこを1936年に終

え 1年半の間革命博物館の説明員をつとめ， 1937年の秋にソ連科学アカデ

ミー歴史学研究所の研究員となった。 1939年，1モスクワ県の固有地農民とキ

セリョーフの改革」というテーマでカンデイダートの学位を取得した。やが

て軍務につき， 除隊ののち研究所の y可eHHbI首 ceKpeTapbに任命された。さ

きの学位論文をもとにした論文は戦後になって発表された。 1940年代なかば

から，エトエム・イワノブの学問的関心は1905年革命の問題に移った。 1946

年から1948年のあいだ，彼はソ連科学アカデミー歴史学研究所の研究員とし

てとどまりつつ，同時にウクライナ科学アカデミー歴史学研究所の副所長を

つとめたっ彼は1905年革命の資料編纂の仕事にたずさわるとともに， 1956年

には「ウクライナにおける1905年一1907年の革命」とし、う研究で博士の学位

を得た。エリ・エム・イワノフの学問的関心は， 1950年代のなかばにいたる

と，さらにロシア・プロレタリアートの歴史に移る。彼は，ソ連科学アカデ

ミー歴史学研究所のソ連史資本主義期部門の指導者であるかたわら， 1大10

月革命の歴史的前提」をテーマとする学会 HayQHbI白COBeTの副議長およびロ

シア・プロレタリアート史研究ク守ループ指導者となったっそして，死の直前

といってよいときまで，貴重な研究を続行していたのであった。

タノレノフスキーは追悼文のなかでイワノプの学風の特徴についていくつか

のことを記している。まず，イワノフの研究テーマは多岐にわたっており，

「何らかの一つの大きなテーマあるいは問題の研究者」とはいえなかったの

みならず，1テーマからの脱出 BbIXO)l.H3 TeMbIJが彼に特徴的であった。つぎ
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に，イワノフの研究は厳しく実証的であって，第一次資料を特別に研究する

ことなく書かれたものはなし、。したがってまた，つねに前人未踏の分野を拓

いていた。さらに，イワノフの研究は教条主義・公式主義に反対するもので

あって，たとえば， rロシアの資本主義的進化の様々な局面における労働者

階級の搾取の方法，性格，形態」を研究すべきだとして，公式的窮乏化論に

反対し，プロレタリアートへのツアーリズムやブ、ノレジョアジーの影響も吟味

すべきだとして，党の活動イコーノレ労働者の自覚という公式的議論に反対し

ていた。

エリ・エム・イワノフのこうした学風は，彼の活動経歴とあわせ考えるな

らば，ソヴ、エト・アカデミズムのある健全さを示すーっのタイプをあらわす

ものであったといえよう。すなわち，エリ・エム・イワノフは，自ら一人の

学究であったばかりでなく，研究の組織者でもあった。彼は自分の研究を一

つの労作としてまとめ上げるよりは，ソウ、エトの学界への問題提起として同

僚・後輩たちの頭脳の中に投げ入れることをえらんだ。彼は労多き史料編纂

活動にたずさわり，また，たとえば社会保険史の研究にみられるようにあ

たらしい分野を一次資料をもって開拓してみせ，あるし、はこれから紹介しよ

うとしている研究にみられるように，注目すべき成果に対しては詳細なコメ

ントを付与して，以後の諸研究に方向づけをなそうとしていたのである。

4) 注3)を参照のこと。

専制と労働者階級

一一ツアーリズムの政策の若干の問題ー一一

労働問題に関するロシア専制主義の政策は，ツアーリズムの対内政策の一

部分であり，その本性は改革後の時期にわが国において形成された政治的制

度に源をもつものである。ロシアには，資本主義的諸関係の発展および資本

主義社会の諸階扱の出現と並んで，無制限の君主治1]，人民の政治的無権利が

存続しており，立憲的民主的諸形態は全く欠如していた。これが対内政策に

おいて矛盾を生み出していた。すなわち，対内政策は一方ではどんな手段を



150 (744) 経済学研究第23巻第4号

でもとってわが国の政治的発展を遅らせ妨げようと試みていたが，他方では，

大工業，鉄道建設，銀行，ブ、ノレジョアジーの掌中における土地の流動化，等

々を助成する諸手段をとっていた。こうしたことがみな工場立法や警察的抑

圧のみならず，プロレタリアートに対するイデオロギー的働きかけの諸方法

をも含む広汎な分野をなすところの労働政策にも反映していた。

公刊された資料や文書(その中には革命前のものも含む〉が，労働問題に

関するツアーリズムの政策と結びついた諸問題のすべてに深い分析を与えて

いなかったなどとはいえなし、。にもかかわらず，高等教育機関用の一般的教

科書，教程，副読本においては，労働問題に関するツアーリズムの政策の複

難で多面的な合成物のすべては，通常，抑圧的警察的政策と発展しつつある

労働運動への政府の反作用としての諸工場法の吟味とに集約されてしまって

いるのである。いわゆる「警察社会主義jの歴史には，それが特別な手段を

もって労働運動の内部に浸透しようとの政府の試みであるといういみで，や

や大きな注意、が払われている。最近20年間に公刊された労働問題に関する研

究や論文のうち，とりあげることのできるのは，イ・イ・シェルィマーギン

の2冊の本，ア・エブ・ヴォヴチークの研究，集団労作の「ロシア労働運動

小史J， エス・イ・レノレマンとヴエ・ヴエ・ソローキンの論文くらいである。 こ

れらの中では，工場立法の歴史と労働運動に対する政府の斗争の個別的テー

マとが検討されている。ア・エフ・ヴォヴチークの労作は例外であり，ここ

では，労働運動が大きな規模に達し，政府の労働政策が一連の法律条文やそ

の効力となってあらわれた1895年から1904年までの時期の専制の全政策の分

析が試みられている。また最近，労働者階級との関係におけるフツレジョアジ

ーの戦術と行動の問題を提起する諸論文があらわれた。

研究者たちが工場立法に注意、を集中するのは全く適切である O 工場法制は

決して国家権力のみによって創設されるのではなし、。それは，国家の利益，

ブノレジョアジーの利益，およびプロレタリアートが支配諸階級や上部支配層

に自分たちの要求と革命的斗争によって与える圧迫，その三つの力の相互作

用の結果だったのである 3 われわれは，工場立法の歴史を調べることにより，
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同時に，政府の労働政策のみならずブルジョアジーのそれをも調べているの

である。 70-80年代の立法史が，その年代に児童労働法，婦人・年少者深夜

業法および1886年法の準備に参加したベテルブノレグおよび中央工業地帯のブ

ノレジョアジーの政策を反映しているとすれば，条文を作成するのに参加した

人々は，その後，ポーランド， ドネツ，ウラノレ，バクーのブノレジョアジー

も加えて拡大したことを指摘しなくてはならなし、。これはすでに全ロシア

(POCCH首CKHH) ブルジョアジーの政策であったっ

工場立法の分析においては，法律を法律学的見地から検討するのみならず¥

それらがどのように実施にうつされたか，それらはどのように労働者の生活

や状態に反映しその経済的政治的結果はどのようなものであったか，を検

討すべきである。フツレジョアジーは法律を履行しなかったとか，法律に抜け

穴をみつけたとか，等々のはなはだ一般的な評価，あるいは宣告を考慮の外

にすれば，これらの諸問題は，本質的には，未だ回答を与えられていないの

である。イ・イ・シェノレィマ{ギンは，彼が工場立法の意義を過大評価し

ている，との非難をおそれるかのように， 1897年法について次のように書い

ている。「かようにして1897年 6月2日法の警察的本質は明瞭である。 しか

しにもかかわらず，その進歩的意義を否定することはできなしづ。ア・エフ

・ヴォヴチークは，同じこの法律を分析したのちに，次のような結論に到達

している。「法のブ〉レジョア的警察的本質にもかかわらず，その意義を過少評

価することはできない」。二人の著者は，工場法は，その欠陥のすべてにもか

かわらず，あるいは上述したように， I警察的ブ、ルジョア的本質」にもかかわ

らず，客解的には，労働者が自分たちの権利のための斗争の課題を理解する

のを助け，彼らが団結し統一することを助けたのだ，と強調するのである。

その証明として，イ・イ・シェルィマーギンは，たとえば，各章の結論部分

にストライキの表をおいている。とはいえ，制定された法律と労働運動の発

展との聞の直接的関連をそのすべての場合・から指摘しうるわけではなし、。ヴ

エ・イ・レーニンが1897年法を念頭におきながら，それがロシア労働運動に必

然、的に不可避的にあたらしい衝動を与えるであろうとかたっているように，
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工場立法が政府やブルジョアジーの政策について労働者の眼をひらかせる，

という点は論議の余地がなし、。しかし，社会民主主義が工場法を政府の貧欲

な階級的な政策を暴露することに利用したとすれば，政府とブ、ルジョアジー

はそれを自分たちの政治的目的に従属させるよう努力したのである。

工場立法一一それはプロレタリアートとブ、ルジョアジーの斗争の結果であ

る。労働運動がより広く，より組織的になると，ブ、ノレジョアジーはより大き

な譲歩をしなくてはならなし、。それは，労働政策を定式化するに第 1の役割

を演ずる国家に対しても同じである。政府はなによりもまず「社会の秩序の

保持」に関心をもっており，これが対内政策の分野におけるアルファであり

オメガである。階級対立，公然たる政治斗争の発達はそうでなくても経済的

発展によってむしばまれていた専制的・貴族的体制を爆破するであろう。こ

のような条件のもとで，橋台 (yCTOめを保存するよう期待される政策を遂行

するために，政府は，自らをより弱し、側の利益を配慮する保護者であるかに

いつわった。「現代では，信頼できる番人となるためには，大砲や銃剣や革鞭

だけでは不充分である。つまり，政府はもろもろの階級を超越している，政

府は貴族とブ‘ルジョアジーの利益にではなく公正の利益に奉仕している，政

府は富者や強者に抵抗して弱者や貧民を保護するために配慮しているなどと

いうことを，被搾取者に吹きこむように努力しなければならないのである。

フランスのナポレオンE世や， ドイツのピスマノレクやヴイノレヘノレム E世は，

こういう風に労働者に蛸態をしめそうとすくなからぬ努力をした。……ロシ

アをも含めたアジアでは，人民大衆はひどく打ちのめされていて無知であ

り，父なるツアーリへの信頼をささえている偏見はきわめて強いので，この

ような策略が大きな成功をおさめているJ，と。

出版，裁判，高等教育機関，地方自治機関(ゼムストヴオ，都市行政〉にあ

らわれた60年代におけるフツレジョア的自由の若干の拡大は，住民の基本的大

衆一一農句民と労働者一ーには関係がなかった。こうした諸条件のもとで，政

治的自由の欠如のもとでこそ，過渡的な，改革後の時代に適応した様相での

封建時代の慣習が反映しているような，政府の慈恵政策が形成されたのであ
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るO それ誌，農民に対ナる欝係においてもっとも完全にあらわれた。労識者

に対する関係においては，徐々に諸見解の完成された体系および特定の法律

条文へと落づくられていった。これは，たとえば，ア・エブ・シ品タッケザベ

ノレグを長とする大蔵省の委員会にみられる。[慈恵Jのft夏向を保存し，ストラ

イキ参加への刑事翻を保存しながらも，その委員会により作成された60年代

の工業法規は，一連のあたらしい特色をもっていた。そのやには， 12才未満

る労働に設事させてはい吟ない， 18才未満の年少殺の深

夜識は禁止される，労{勤者は外傷 y恐慌民主fうけたささいに工場主からの補偉

合うるべきで、ある，とのべられていた。この法規の実施宏監督するために，

ご[場監替制震が設立されなくてはならなし、工業裁判所〈ここには労働者か

らの代表と企業主からの代表が入る〉は，労撤環境や繋鋭の規骨手Lストライキ

さえ含む労働紛争の解決などあらゆる慾関をあっかうことができた:

くれて， 80-90年代になってやっと，政府とヅルジ沼アジーの政策さと反訣し

の工場法が作成された。 1882年に，工業に児議室を震鵠することを昔話i

i汲する法律， 1885年に，婦人労機・年少者の労織を深夜業に利隠するくこれ

はその時代のもっとも寸るどい問題であった〉ことを禁止する法律， 1886年

に罰金についての法律が出された。この1886年法は，労働者雇憾のほとんど

あらゆる側関を規制し，労働者とブルジョアジーの樹立関係な規制する基本

法のーっとなった。そして1897年に労働日の大きさを定める法樟があらわれ

tc.o 

これら語法律のすべて拭，労綴l者の立ち上がりへの直接的酉答であったと

はいえ，すべて労鍛殺の参加なしで採訳された。政府は，労働者がもっとも

騒ぎのたおとする工場生活の諸側聞な規制することにより，また捧棋の問題

で工業家安部分こ掠観ずることにより 2 調の状擦を強認し労働殺に専緩

を自分たちの保護者とみる考え会もたせようと努めた。「専制は，労働者階級

の嫡々の層あるい誌グループの状態を，後らが絶対主義よ和解するかもしれ

ないときのみ，改鋒ずる舟3室、がある(し，実際にときおりそうしたむ。政府ー

は，ヴユ・イ・レーユンによれば， 1886年法が「卸践に労働殺さと満足させ，
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絞らが蕗分たち る吉分たちの ことを忘れ

d性てしまうだろうJと

討して，これと労働運動と

していた。ヴι ・イ・レーニンは工場法史を検

目するとともに， "il:たこれらの立法の

意義と目的にも誌冒している。 70年代子交のストライキへの密答としてJアレ

クサンドノレ聾設は自分のいわゆる『人民的~ (事実は貴族的一警察供〉政策に

工場法制~加え 1884-1885年のストライキは， r再び F慈意的J政策を

90年代中葉のストライキは， ~支府につらい思いをさせ， rそ
して政府はこれまでみたこともないようなスピードで，労畿日短縮に関する

『慈悲的i法律 (1897年 6Ji2日〉を制定したふ

工場立法は，はっきりした政治信目的，労働者の中に安察をもちこみ，

命的反政野治関動の土台をど解消し，労働者大衆のょに政府の統制jをうちたて

ること，きど追求している。枢密院は1886年法、伝承認するにあたって，その法

律が「将来に工場のストライキや無秩序を解績できるようにするのをj焼け

るであろう，との確信念のべていたeっこうした政策は，ヴエ・イ・レーニン

の指擁したように， ロシアにおいて，とくに労務義務のかなりの部分が農村と

結びついており，労働運動がまだ毅七米穀織で，部分的な不公平などに反

対していても全搾取鵠度には反対していないような初期の段階には，長文訪を

おさめることができた。

政府もブノレジ aプジーも，長い掲， ロシアに誌，声認…ロッパとはちがっ

て，労働者階毅が存在しないし，それゆえ，よく湾設された，ねばりづよく

指導的な政策の肋けによって，労鱒問題の発生を盤止できる，と考えていた。

政府は，労働者F皆殺の存在や労働運畿の存夜てどもはや否定できないような時

代になってもなお，間諜の戦衡をとり統けた。鰐罷はここでは，無理解とい

うことにではなく，導額制度の条件においてはそれ以外の政策は不可能で、あ

った，ということにあった。第 l革命前夜およびとりわけ1905-1907年に清

千切動橘をみせながらも，以前の労欝政策が維持されたことは，それによっ

される。~ス・ユ・ヴィッテは，労i勤務穣毅が労働日短縮開題を議起

している1896年に， 1886年法はその法に与えら こたえ，不満の厚
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因となっていたものの多くを解消し，ときおりはげしい形態に移行していた

衝突の出現を減少させたと確信をもってのべたのである。この法律の欠陥

は，それが労働日の標準化の問題を解決していない，という点にある。しか

し最初の工場監督官の 1人であり， 1882-1886年の工場法の作成への参加者

であったイ・イ・ヤンジューノレも， 1886年法を全く同じように取扱っていた。

さらに時を経て， 1905年一1907年の革命ののちになっても，彼は自分の回想

録の中で次のようにのベた。もし80年代に「工場生活一般の規制についての

問題が満足すべき解決を与えられたとすると……われわれが現在ロシアにお

いて，あらゆる点でより理性的であり，自分たちの希望や要求においてより

ひかえ日な労働者を有していたであろうことはうたがし、ないJ。

政府はいつも「労働する人々」への自らの配慮を故意に強調していた。政

府の委員会において労働目標準化に関する法案を審議したさい，エス・ユ・ヴ

ィッテばかりでなく出席者たちは全員，一斉に同じことを語った。内務省、の

代表イ・ゲ・シチェグロヴィトフは，エス・テ・モロゾフ，エヌ・ア・ナイデェノ

フ，ゲ・ア・クレストヴニコフその他，一連の大工業家たちを前にして次のよ

うにねばりづよく繰りかえしていた。「もし労働者たちが，政府は法を制定

し，労働者に都合のよい条件をつくり出した，と確信すれば，労働者たちは

政府を自分たちの擁護者，庇護者とみるようになるであろう。そして， もし

あたらしい法がそのような印象を与えなければ，労働者たちは反政府的な感

化の方へ傾むくであろうム枢密院は1897年法を審議し，自分の立場よりみて

次のようにこれを強調することを必要と考えた。「草案となっている諸手段

は，労働住民の分別ある部分から，あたらしい法は至高の恩恵であり，人民

の必要とすることへのわが偉大なる皇帝の慈恵の証明であると，好意的にう

けとられるであろうL「社会秩序」の強化のために労働者の必要を部分的に

満足させるとし寸思想は，労働者の不具や死亡への企業主の責任に関する，

および工場総代制に関する1903年の法案に対する大蔵省の理由書にも，同じ

くこの法案についての枢密院の論議にも，誤解の余地なく表現されている。

「労働者の中において近年に発生している無秩序の基本的原因は，工場主と労
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働者の間での，ほとんどもっぱら双方の経済的利益にもとづく誤解である」。

枢密院におけるこれらの法案の審議の過程でこうかたられていた。その当の

枢密院は，次のような結論に達した。「政府は，反政府的煽動のための道具と

して労働者にえらばれた人々の秘密活動を重視するにいたった。審議にのせ

られた法の制定は結果として，宣伝の成功をかなり減殺することができるで

あろう」。

19世紀90年代末から20世紀初頭にかけて，内務省、は一連の調査研究を行な

い，労働者の状態は改善を期待されたまたま放置されていると自分の眼で確

認し，労働政策の一般的方向を定式化した覚え書きをもって立ち上がった。

その中には原則的に新らしいものは何もなかった。ベ・デ・スヴャトボルク

=ミノレスキーは当時内務次官であったが，彼は，労働者の生活には少なから

ず反政府的宣伝をたやすくする条件がある，とみとめたっそうした条件の中

に，まず第 1に社会保険が欠如していることを数えた。憲兵長官ア・イ・パ

ンテレェエプは，労働者の劣悪な物質的生活条件について，工業家による彼

らの搾取について，かし、た。内務大臣デ・エス・ジピャーギンは，ヤロスラヴ

リ，コストロマ，ヴラジミノレ，ニジェゴロドの諸県を視察した結果として，

、労働者の中での革命的宣伝は拡大しつつある，その宣伝の足がかりは労働者

の無秩序である， r政府はこうした場合に労働者を盲目の経済力の専横に委

ねておくわけにはゆかなし、。そうではなく，住民のこれらの諸層の生活上の

利益の管理のすべての糸を，適切にかつねばりづよく自分の手にあつめる義

務があるJ，との印象をえていた。

工場法の制定と並行して，政府は，労働運動の参加者たちに対する抑圧的

諸手段を，ますます広汎に採用していた。すでに1845年に，ストライキに参

加したかどで裁判にかける規則が制定されていた。たしかに，最初は量刑は

軽微なものであったが，主要な問題は，政府がストライキ参加者を法廷で追

及するという道に立ったことなのである。これは，改革後の時代にも保持さ

れた一定の方向なのであった。 1886年，罰金と雇傭関係規制に関する法律と

同時に， r刑法典」の条文が改正され，ストライキ参加者への，とりわけ「首



帝政ロシア労働政策に関するエリ・エム・イワノフの見解荒叉 157 (751) 

謀者jへの量刑が，いちちるしく厳しいものとなった。ストライキを刑事事

件とみとめることは，ストライキ参加者への行政的抑圧，同時に警察と軍隊

の利用，を伴った。政府はそうした手段を広汎に適用した。 1870年に発せら

れた内務大臣回状は，もっとも活発なストライキ参加者を遠隔の諸県に流刑

する権利を地方権力に与えたし， 1881年に採択された特別非常警備令は労働

運動参加者に対する法廷をとおさない諸描二置への可能性を拡大した。最後に

1897年にまたも内務大臣のあたらしい回状がつづいた。そこには，ストライ

キ事件はこれを裁判の審理に附する必要はない，特別非常警備「令Jを利用

し，ストライキ参加者たちの問題を行政的方法で解決する必要がある，と記

せられていた。

このように，工場法の制定も労働者に対する苛酷な諸手段も，労働運動の

発展と結びついていた。慈恵的な方法と抑圧的な方法との交錯は，国の政治

制度の本性から流れ出るものであった。ヴェ・イ・レーニンは次のように指摘

している。「もちろん政府は，非和解的な労働者をおどしつけ，より弱い，よ

り愚かな，より臆病な人々をなにがしかの施し物で自分のほうへさそいょせ

ようとするその試みをくりかえすことに， けっして飽きないであろう」。 ヴ

ェ・イ・レーニンは政府の政策を全体的に評価し， 1905年革命ののちにも次の

ように書いている。「ロシアにおいては，そのとほうもない後進性に照応し

て，労働運動と斗かう農奴制的方法がおそろしいほど優勢を占めている1と。
農奴制的方法，これは反抗的労働者の抑圧と，残余のものへの施しとを結び

つけた警察的政策のことである。

政府が企業家たちを，労働者に譲歩しないのはよくない，と非難すると，

いつもブルジョアジーは，わが国に労働運動が発展しつつあることについて

は，労働者に対する主政策を充分に厳格にしていない，かつブルジョアジー

の政治的要請に注意、をむけることができない，あるいはそれをのぞまない政

府に科があるのだ，と灰めかした。国の政治的状態が尖鋭化すればするほど，

とくに19世紀末より 20世紀はじめに，そうした相互非難がますますひんぱん

になった。改革後最初の20年間は，労働者の生活の経済的面へのブ、ルジョア
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ジーの攻撃をわずかなりと抑制するような法律は，ほとんど欠如していた。

労働運動はその当時は力弱く，かつブルジョアジーは工場法の実施に踏み切

ろうとする政府の試みを撃退していた。たとえばブ、ノレジョアジーは60年代

の工場法案を簡単に拒否した。はじめ，エヌ・ぺ・イグナチェフの委員会

(1870年〕において，その後ぺ・ア・ヴアノレーエフの委員会(1874年〉におい

て作成された工場法規案も，同じようにしてブルジョアジーの賛成を得られ

なかった。ブ、ルジョアーは，労資関係は自由な契約を基礎として組み立てら
〔註1)

れるべきである，と強調し，法案を邪険にあつかった。政府は，労働運動が

強まって，もっと断乎とした態度をとらざるをえなくなるまでの聞は，簡単

に自分の主張をとりさげ、た。そして， 80年代の法律があらわれることにな

る。政府は，労働運動がし、かなる危険を蔵しているもので、あるかを知り，個

別的な譲歩の助けをかりて労働者の不満をやわらげようとつとめた。次第に

いわゆる慈恵の政策が形成されてきた。これらすべての法律はブルジョアジ

ーの利益に応えたものであった。しかしながら，ブ、ノレジョアジーの代表者，

とくに中央工業地帯の繊維工場主の中には，これに賛意、を表さないものもあ

った。政治的経験をもたず，また，習慣的に政府の警察的支援の力を想、いう

かべてしまうモスクワおよびヴラジシノレの工場主たちは非妥協的であり，工

場法に，一方では労働者の無制限の搾取にとっての障害をみとめ，他方では

自分たちの収入の圧迫をみとめて，工場法の実施に抵抗した。中央工業地帯

の繊維工場主たちの行動は90年代になっても変ることなく，このときには彼

らは全力をあげて標準労働日の法律的確定に反対した。

〔註1] これら二つの草案は，シュタッケリベルグ委員会の草案にくらべてはるかに

遠慮がちで、あった。それらの中には，児童 (12才以上の〉の雇傭には年令別の基

準を導入する必要があること，彼らが何時間働くべきかを確定する必要があるこ

とがのべられていたにすぎない。

ペテルフツレクおよびポーランドのブルジョアジーの立場はこれと違ってい

た。彼らは， 1882年法， 1885年法および1897年法の準備にさいして，単にそ

れらを支持したのみで、はなく，一連の諸機会にそれらのイニシャチヴをとる
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ものでもあったのである。ブ、ルジョアジーの個々のグループの立場の相違

は，彼らの主観的な質によってではなく，工業の状態によって規定されてい

た。より近代的な機械によって装備された企業を所有していたベテルブ、ルグ

およびポーランドの工場主たちは，基本的力点を労働の強化においており，

のみならず、彼らはわが国の中央工業地帯の工業家と違って自分の領域内に地

元労働力の自由な予備をもってなかったのである。モスクワのブ、ノレジョアジ'

ーとベテノレブ、ルクのブノレジョアジーは，利益が一致するときには一緒に行動

した。それは労働者の死亡や不具への企業主責任に関する法律への態度を調

べるとたやすくわかることである。ブ、ノレジョアジーは，その法律はブノレジョ

アジーの影響のみ到達しうる領域への侵入である，とか，予測できない支出

が工業に激動をまねくとかさけんでこの法律の採択に一致して抵抗した。ヴ

イッテが，状態は我慢できないところまできている cr一方では，労働者た

ち自身が，自力で自分ののぞむだけのものを獲得しようと試みており，そう

したさいに， しばしば望ましくない分干の活動のもとに入りこむ。他方で

は，労働者たちに対する，下級行政機関の活動が正確に法律に規定されたも

のによって指導されていないので， Lばしば専横的性格をもつようになって

いるbと，全力をあげてプM ョアジーを説得していたにもかかわらず，企

業主たちは自分たちの立場をくずさなかった。ブルジョアジーは，しばしば

そうであったように，この場合にも法の施行の延期をかちとることに成功し

た。

ツアーリズムとブルジョアジーの相互関係の問題は，いま一つの問題，労

働政策実施における種々の政府部局の役割の問題を結びついている。通常，

大蔵省，これはブノレジョアジーの省であり，内務省，これは貴族の省である，

そしてこれに応じて，前者はブ、/レジョアジーを引卒し，より柔軟な，よりデ

リケートな政策を実施し，後者は反動的で抑圧的警察的方法しか知らなかっ

た，と考えられている。「大蔵省が工業フツレジョアジーの意志を反映して，労

働運動との斗争において，警察的抑圧と結びついた『慈恵』をもって労働者

を歎くことを核心とする，より『デリケートな』戦術をとったとすると，内
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務省、の方は『慈恵』を拒否はしないが，抑圧を採用して突込むことを提案し

たJ，とヴォヴチークはかいている。そこにあっては，大蔵省は「ブルジョア

ジーの省であったので，もっとも先の見透しのきくブルジョアジーの要求を

表現していたJ， と断言されている。その証明として， ア・エブ・ヴォヴチー

クは一連の実例を上げている。その中の一つ，工場監督制度の問題について

詳しくみることにしよう。周知のように，イ・ア・ヴィシュネグラドスキー

が大蔵大臣になった，そして，工場監督制度に対する鋭どく拒否的な態度が

できあがったときには，工場監督制度と工場法制への論難を内容としている，

ヴエ・ぺ・ベゾブラーゾフの労作が，この省の示唆のもとに公刊されさえし

ていたのである。工場監督を内務省に移管することも，そこでは「監督官も

郡警察署長になる」との期待から草案作成されていた。しかしこれにもブ

ルジョアジーは抵抗した。のち，内務省、は，工場監督を自分の管轄に移すよ

う要求し，そのことでヴィッテ主宰の部局間連絡会議での争いがあり，次の

ように結論がついたのであった。すなわち，工場監督は大蔵省の管轄にのこ

されるが，地方行政機関への工場監督官の従属をつよめ，かくて工場監督の

警察的機能を強化する，というものである。

あらゆる対内政策は，あるいはより正確には，社会的政策は，内務省の掌

中にあつまっていたが，例外として工場労働者との関係における労働問題は

大蔵省に，鉱山労働者との関係におけるそれは農業・国有財産省の掌中にあ

った。特定の場合・における執行的機能と懲罰的手段の実行は内務省の役割で

あった。ブルジョアジーは「主人jをとりかえることをのぞまなかったが，

しかしだからといって大蔵省がブルジョアジーのより弾力性あるより先の見

透しのきく機関になったわけではなし、。大蔵省は政府一般の政策を実施し

た。これら二つの省のあいだの意見の相違は，政策の実行の形態と方法だけ

にみられる。そのさい大蔵省はブルジョアジーの欲得づくの利益を完全に考

慮に入れていた。

労働政策実施における内務省と大蔵省の役割についての諸問題を論じ終え

るにあたって，いましばらく， 1897年法について，より正確にいえばその法



帝政ロシア労働政策に関するエリ・エム・イワノフの見解荒叉 161 (755) 

に対する政府諸部局とブノレジョアジーの態度についてみておくことにしよ

う。周知のように，労働日短縮の問題は，労働強化に第lの関心をもってい

たポーランドとベテルブノレグの工場主たちによって提起された。 しかし，

1896年のベテルブルグの労働者のストライキこそが，政府をして，いそいで

相応する法案をつくり上げることを余儀なくさせたのであった。モスクワの

ブノレジョアジーは労働日短縮に反対して主ち上がり，大蔵省をはじめ政府全

体がその戸に耳を傾むけた。政府法案の審議にさいして，内蔵省の代表(シ

チェグロゲィートフとセミャーキ γ)および法務省の代表(ノセンコ〉は，労

働日を11時間にすべしと提案した。大蔵省の代表(商工局長ヴエ・イ・コヴ

アレフスキー，エヌ・べ・ランゴヴォイ，工場監督官イェ・エみ・デメンチ

ェフ， ヴz・イ z・ヴァノレザーノレ〉の異議に対する返答として， この 3人は，

大蔵省はどんな方法によってでも労働者の賃銀の削減を避けるべきだと主張

した。

結局のところ，内務省およびその他の部局の代表者たちは決して労働者の

庇護者としての役割で立ち上がったのではなかった。彼らは労働者の必要に

ではなく，国家全般の目的に関心をもっていたのである。彼らは，その助け

をかりて「静穏と安寧Jが達成できるような そうした道を進もうと試みて

いた!っジチェグロヴィートフは発言の中で，工業の発展とともに労働者の数

も増している，このことは労働問題を「ますます重大な s 焦眉でさえある」

ものとしている，そして「政府は，その立場から.わが国の農村住民がそう

みているように工場労働者も政府に自分たちのかわらざる擁護者をみるよう

になることだけを，配慮せざるをえないのであるん政府が秩序の素乱を予防

することに関心をもつものであることを念頭におきつつ，シチェグロヴィー

トフは，工場主たちを， 1"彼らは自分の労働者の生活の改善に配慮してい

ない」と非難し，もう一度政府の役割の問題に立ちかえっている。

問題がブ、ルジョアジーの経済的譲歩に関係しているときでさえも.政府と

ブルジョアジーとの意、見の相違を過大評価すべきではなし、。ブルジョアジー

は，次第に，喜んで家父長制的=慈恵的関係についての政府の命題を支持す
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るようになった。ブノレジョアジーは.諸工場法が，自分たち自身の利益にそ

れを利用する可能性を与えていることを理解した。

労働運動が強力化した80-90年代にも基本的な工場法が制定されており，

工場病院，予診室，労働者住宅，学校，その他，の建設も進んだ。これは無

欲の行動ではなく，一連の諸原因によって，また同じく工業における作業と

かたく結びついている常傭労働者の必要最低量を確保しようとの努力によっ

て、ひきおこされたものである。 1897年についての資料によると，工場監督

下にある企業において. 100万人の労働者(全体の70%)に医療扶助 Me瓦IIIJ;-

IIHCKa51 I10MOI.IJ:bが提供されていた。その10年後には，医療扶助 60品 H問 Ha51

I10MOI.IJ:b はすでに 150万人(全体の84.1%)に提供されていた。 1889年につ

いての資料によると，モスクワ県ボゴロドスク郡では，労働者の約半分は工

場主の用意した住居に生活していた。中央工業地帯ではどこにおいても，大

凡これと同じようなありさまがみられた。工場に附属して，住居以外にも，

浴場，場合によっては托児所，産院，養老院が建てられた。徐々にではあっ

たが.工場附属学校数も増大した。 1885年にそれは 163をかぞえたが， 1899 

年には 446 (生徒44，400人〉となっていた。若干の企業においては，住宅建

設の融資もおこなわれていた(ソルモヴォ，ベジーツァ，官営諸企業， ドン

パスの炭顧 ノミクーの石油業。それらでは労働者の70-80%は寄宿舎や兵舎

様建物にすんでいた〉。

周知のように，ロシアには社会保険がなかった [1912年までは一一訳注〕。

労働者たちは，疾病，老令(婦人の場合は妊娠時の〉扶助を各企業のもとに

ある罰金からつくられた基金および大蔵省にある一般的資金から受けること

ができた。この扶助は僅少であり かつ工場主および工場監督官次第のもの

であった。一連の地域で¥相互扶助金庫やその他作業中に片輸になった労働

者に扶助金を与える組織がつくられでも，この分野における事情はかわらな

かった。一般市民法にしたがえば 労働者は不具に対する賠償をうけとるこ

とができた。しかし，これは訴訟と結びついており，訴訟はそれ自体複雑で

あるのみならず，かなりの費用を要する。とはいえ， 80年代に，とりわけ90



帝政ロシア労働政策に関するエリ・エム・イワノフの見解荒又 163 (757) 

年代には，労働者はますますひんぱんに法廷へむかうようになり，法廷はし

ばしば不具となったものに年金を支払うよう企業家に義務づ、けた。 80年代に

政府は，労働運動の圧迫のもとに，労働者の死亡および不具に対する企業家

の責任に関する法案を作成した0'これらすべてのことがらが，企業家たちに，

私的保険会社に不具から労働者を保険させるという道をとる決意を余儀なく
C註2]

させた。 1888年にわが国に被保険労働者は40，100人をかぞえたっ 1890年には

94，400人， 1895年には205，000人， 1900年には936，300人であった。 1901年と

1903年には被保険労働者数は若干減少した。 1898年の資料によると，被保険

労働者の基本的分布は，ペテノレブルグ県で81，200人，エカテリノスラら県で

52，900人， リフリャンド県で43，900人，およびモスクワ県で42，900人であっ

た。私的保険会社での保険は営利性格をもっており，工業ブノレジョアジーの

支出が増大しでも労働者に与えられるものは少なかった己保険会社は労働者

に1888年から1898年までに35億9510万ループリ支払った。同じ期間に工業家

は保険会社に58億5690万ループリ納付した。このようにして労働者は全金額

の大凡 2をうけとり，のこりは保険会社の利潤の姿となり，また諸経費支出

で消失した。保険会社は，通例.労働者へ支払う年金や扶金を削減するため

に，ありとあらゆる誰計や労働者へのあからさまな嘘に訴えた。

〔註2J 労働者たちは主として死亡事般について，また同じく完全あるいは永久部分

労働力衷失について保険された。一時的労働力衷失，その大部分は外傷ーである

が，それの保険は欠如していた。永久労働力衷失への保険は大凡賃銀1500日分で

あり死亡事故には1000日分であった。不具となった労働者への補償額は，労働力

衷失の程度に応じて異なっていた。

生産におけるブ、ノレジョアジーとの直接的な関連を別にじてもL労働者たち

は工場における労働以外にも複雑な従属の制度でがんじがらめにされてい

た。この制度は次第に，住居はいうに及ばず，教育，休息，医療扶助 Bpa'le6-

Ha冗 rrOMOW;b のように直接の工場生活から遠い分野をとり込みな部ら，複雑

に発展した。たとえば，大ヤロスラヴスカヤ・マニュフアクチュアの労働者を

想いういかべてみよう。そこに労働者として採用されると，彼は管理部の指図
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にしたがって工場の住宅をうけとることができる。彼が家族もちであれば，

個別の小部屋をうけとる。もし彼に住宅が与えられないときには.彼は私宅

に住むことになるが. その場合には工場から「住宅給 KBapTHpHoe AOBO~b 

CTBHeJをうけとる。病気になると彼は工場病院にゆく(普通はそこで応急手

当だけうける)。工場には托児所があり，彼は自分の子供をそこにあづける

ことができる。子供たちが成長すると，その工場には小学校がある。労働者

は風呂も工場のそれに無料で入る。最後に，老令になると，もし彼が扶養者

なしでとりのこされたときには，養老院に入れられる。その他にも次のよう

なものがある 3 食糧品の売屈が聞かれている。こうした工場のすべてに教会

が建てられている。工場ではときどき読書会やコンサートがひらかれてい

るコ中央工業地帯の多くの企業がこのようであった。工場主に対する労働者

のこうした従属性は，繊維工業，南ロシアの石炭および冶金業，石油業，砂

糖工業の分野でもっともつよまった。その程度が低くかったのはベテルフツレ

グ，モスクワ， リガ，エカテリノスラヴなどの大都市であって，そこでは労

働者の大部分は私宅にすんでおり，子供たちは市の学校へかよえたしまた

そこには市の病院網もあった等々。 1900年についての計算によると，医療扶

尉，住宅の維持，日常生活上の建物，学校，不具労働者への支払い，にむけ

られた支出は，工場工業で、1320万ル{ブリに達し，労働者 1人当り平均大凡

lO.4ループリであった。 1320万ループリは，全労働者の賃銀総額の約 5%に

あたる。ブノレジョアジーが買占めに支出したものの大きさはかくのごとくで

あった。かような「配慮」制度があるので，工業家たちは労働者のフツレジョ

ア的買収と堕落に頼ることに利益を感じなかった。彼らは，ズパドフ型の実

験や労働組合・が労働者への影響とし、う現存のテコをめちゃめちゃにするだろ

うということで，これらに反対して立ち上がったのである。

生産の分野および労働者の生活の分野の双方での複雑な家父長制的=慈恵

制度，工場主へのあらゆる面における従属，これは労働者の先進部分に嫌悪

感をよびおこした。それと同時に労働者のもっとも遅れた部分には，国家や

企業の所有者は自分たちに配慮しているとし、う表象を与え，工場主の好意、と
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施t協会あてにして， る思想、をよびおこした。

しかし，こうした複雑な制度があったのでヅノレジ aアジーのプロレタヲア

…トへの態度は何の変化もしなかった，と考えるのは正しくないであろう。

上述したように，大都市においてはその鱗農は完成しなかった。閉じこと誌

治ノミノレチック地方，およびポ…ランド地方についてもいえる。労機者たちと

工業家たちとの関係は，ますますブルジョア的性格安帯びていった。

最初の工場競法は，立法当事務たちがこれにとりわけ「慈恵的Jな性絡を与

えようと努力したにもかかわらず，そういったことを証明している。この工

場諸法は労働蕗動の影響のもとにつくられており， 1886年法や工867年法の例

にみられるとおり，労鞠2暑の要求への譲接的回答であったっそのよ，労働運

動の90年代米における昂揚以降，労資関係は，該律の鶏準のみによっては規

れなくなったっ上述したように， 80年代末以博，ブルジ設アジ-(とり

わけ最大工業諸県の〉は，労働者合私的保l検会社に保険さ仕るようになり，

これと並行して一連の地域では，種々の共済基金，貯蓄貸付金庫その抱が発

生しはじめた。労働連動の彰響下にあって， は賃銀引上げ，労働

思想縮，その他の譲歩きと強いられていたっ 1897年法鱗建の時期にかけて，ぺ

テルブノレグ， ワノレジャワ，ベトロコブスカャ， ジブ手ャンド，ニL ストニユアの

諸県の大部分の機械製作漁業および一部分の紡績工場r~ま じく印尉業で

は，労{数日は11時間30分を下まわっており，若干吟企業では 8-9時間にさ

えなっていた7Z897年法制定ののちも労働者の脱力誌議まらなかった。これ

よりー閣の譲歩安余儀なくさぜた。とりわけ1905-1905年の革命

の時期には企業家との司体協約もあらわれはじめた。ヴェ・イーレ{よユ γは，

ツアーザズムの慈窓政策について，また「そうした給計が大きな成功をj恨め

ているjことについてかたりながらも，それとともに， r開シアにおいても

ヨ一口ッパ的精神が発生しておりJ，r最近の10-20年閣における罷種の政策
45) 

の不成功Jがその領候である，と権擁してし

労{勤者に対するイデオ口ギー釣作用は， よって

も組織化さきれなかったっ労働者のわず、かの務fi分し うけていない
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こと，しかし知識を待たいという希翠は労機殺において非常に大きいこと，

それらを考怒して政際は，労{勤者のこの渇望会専命uの政治的目的に役立つ特

定の方向での稼蒙にむけるよう努めた。労働者に対するイデオ口ギー的作用

において主要な役舗を演じたのは，教会と文部省であった。

ツアーヲズムの政策の研究にさいして，通常，ひとびとは工場労務義者，よ

り正確にいえば工場東替でにある労働者を考慮においているが，鉱山労勤者

の外においてし、る。だが鉱山労働者数はー設して

増大しており， 90年代米から20世紀初頭には工業プロレタザア~トの大凡ま

であった。鉱山労働者に対する政府の政策は独患のニュプンスをもってお

り，これ合考慮しないでおくわけにはゆかない。たとえば，すでに 60年

に，政府は，企業と労働者との拠出によって作動し，不具になった労畿者に

金泳支払い，かつ病人の治捜する義務を負った共済基金を需設するよう，鉱

していた。ブノレジ器アジ…の誼抗があったので，こう

したタイプの基金はやっと80一郎年代になって，南ロシアラノミク…，ポーラ

ンドフラルに開設されはじめた。基金は全部でお開設された。農繁・匿有

財滋省は保l倹の支持者であったっ外傷が立三ぐ持及した現象となった鉱山議に

対して，今言は何年代末に，死i乙長病，労働力爽失，者令の労f勤務保険規約を

作成した。 しては，政府はあまり
、、
しV

った。それで，官営企業には豪放のためアド具となったものに一定の綴を支払

う共済基金がすでに60-70年代に組織されて存在していたし宮営企業にお

ける労働日は私的企業におiずるそれよりも短かかった〈陸箪翁、の企業には70

年代にすでに10時限労横目が実施されており，海軍方閣の企業には 8

{動日さえ実施さFれていた〉。宮鍛鉄道および悲繋鉄道では，政府の決定にし

たがって， 80年代末から90年代はじめに年金基金および、貯蓄・貸付金庫が設

立されていた。これらは，労脅者・事務員の拠出と関庫および鉄道会社の資

とでつくられ， 勤続に対し と扶賜金を支給してし、ずこ。

プ・エブ・ヴォヴチータは1895-1904年を，議府が「労働者に対する長i分

の政策の主要な地を研究し作成していたj時期て、あるとしている。彼は，
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労{勤者治政策 -作成に終7.1iJの住3室、を払い，労畿運動

とのあたらしい斗争方法を探索し，労{勤者に対する らしい，より浦力的

な戦術を作成していたJ，と主張レ亡し、るorあたらしL

い F実験済みのツアーヲズムの方法が，労働運動と斗かれごあたってすで、に

あるべき成果たあげなく、なっている」し，持底的三手段は成功しないばかりで

なし「しばしば京対の結果せどもたらすjということから必要とされるにい

たったっ らしし、ものの隷索は 2 その本質が次の閲点にまとめられるよ

うな「国家的プログラムJの作成へと進んだ。「その第 1誌，その活動が労働

者のあらゆる立ち上がりの諒毘であるとツアーヲズムによって考えられてい

たとこ、ろの社会民主主毅者との，断乎たる斗争であり，その第 3は，労働者

階級に対する F慈恵的Jl政策の継続的実施であり，第3は，

的述書の強化，工場藍督にみられるような仮面をかぶったものも，恕i欲もふ

くめて，分岐した響察的議爵のすべてを革命的労動運動との斗争に動員する

ことであり，その第 4は，労{勤務に政治ゴト争を板谷させ，労働者を君主舗の

‘まわり

あ

'dせる等々の員約のために を利用することで

のブ p グラムのどこにあたらしいものがあるだろうか。抑圧か。しかし，

労働運動と斗かうために工場監督，裁暫，警祭および軍隊合制沼することは

あたらしくはないのだから，持Eとはあたらしいものでは全くなし、著者自

が， 60-70生f代に労働滋に対する軍隊の用が「糸統的役絡をつよめていたj

とかき，玄た80年代から となったとかし、たとき，それきどみと

めているのである。警察については全く誘うまでもなし、。

うじて，労勤務のあらゆる立ち上がり

であった。

るまい。労!勤講舎の中

とのAみやもおそらくあたらしいものには入

リードしていた「望ましからざる人物ム革

との3}争は， 19世紀において，ツアーリズムの対内設策の課題の一つ

った。 1870年の問状， 70年代における労{弱者組識の，警察による破壊，

80年代における議初のマルクス主議前組織(デ・コユヌ・ブラゴニじれエム・
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イ・ブノ:〆スネブ，ぺ・ヴェートチス ζヤーその他〉

指繍しうる。

この見取留の中に

:工場監督はツアーリズムの政策の爽械においてよ述のそれともがっ

も旗じた。工場監督の役割はしばしば文識に評{節されてし、るとおり，純粋

な警察邸機能だけに尽きるわけではなかった:工場監脅制度は f惑慈j政策

り， (農業・間有財産翁の拡山監督機関もi弓乙であるが)ブルジ

ョブジーが経錆に関する法や労歯Bに関する法その他を緩行するようにきブ

ノレジ器アジーに議きかけることもした。周知のように， 1895年にも大

は， ~主的保険会社に労j動滋を保I~食するさいに工業家が科病しはじめてし

f勤者からの徴集はし、けないと指令した。これは工業霊祭に抑鎖的な効栄之どもっ

たo 1886年法が1891年に，すでにそこでは60…70年代発生した疾病金療があ

り労働者からの徴集もおこなわれていたポーランドの鉱山に拡張適用される

ことになった際，規則が現われ拠出は縮少させられた。(1886年法は，

実無襲料

れた中央工場場3拡i出j幻j掲題等饗彰判所は，工場鉱山に病院，一予診護，薬局

ることに関ナる，そこに援療器具，医薬品のセットを装粛すること

に関ずる，労働者住宅を建設することに関する，義務的規程を制定した。ア

-エブ・ヴォヴチーグの著書では，

あからさま したものとし

もっとも

な1897年 8)守口日付内務大陸部状の慈

特別に強麓されてし、る。しかしこれも特別の現象ではないので、あ

る。すでに1870年から，著者自身の言言葉にしたがっても， r労働運動念斗か

うもっとも普及した手段は，行政流刑であったjが，これは1870年の回;伏に

主主式花された警警察的方針であり，のちには{臣家秩序と社会安寧の保安の手
〈室主3)61) 

段に関する令jの中に定式化されたそれである。 1897年の部訟は， 1870年の

問状がそのときそうであったように，労働者への態援における標準となっ

た。間様にして，芳IJ法典(1845年〉にしたがえば，ストライキの首謀者は(彼

が裁判にかけられた場合) 3選懸から 3カ月の禁額をうけ，その他の参加者

が 7 日から 3~題関の禁識なうけるであろうとあったことを懇記しうる。その
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のち， 1886年には，反ストライキ条項が強化された。ストライキの首謀者は

4カ月から 1年 4カ月の禁鋼をうけ，その他の参加者たちは 2カ月から 8カ

月の禁鋼をうける。

〔註3J かようにして， 1897年回状はその原型を1870年回状にもっており，現存する

規程に立脚していた。 1897年間状は，ストライキはし、つでも，主として保安令

(特別警備令〉制上の事件と取扱わるべきこと，したがって煽動者も追随者もすべ

て遅怠なく逮捕し，そののち県境の外に放逐すべきこと，とのべていた。

ヴェ・イ・レーニンは「全国家的プログラム」とし、う表現(のちにア..:I'-

フ・ヴォヴチークもこれを使用した〉を用いながら， rノーヴオェ・ヴレーミ

ャ』紙上のー論文に構想されていた， 1慈恵の看板」のもとに用達された労働

者へのわず、かな施し物のことを念頭においていた。しかし，彼の言葉にした

がえば，これは「あたらしいプログラムではな」かった。過去にも，貯蓄金

庫の開設，保険，協同組合などの方法で労働者階級の保守的部分を組織する

ことについての，似たような別の政府草案(パンテレェエフ，スヴャトボル

ク=ミノレスキー，シピャーギン〉があった。すでに80年代に大蔵大臣エヌ・

ハ・ブンゲは，彼の作成した『覚え書き』で，とくに社会主義との斗争方法

の問題に触れた。彼は，こうした斗争の成功を労働貴族の成立と関連させ

た。エヌ・ハ・ブンゲは，労働者を工業企業の利潤分配に参加させるよう提

案していた。

20世紀はじめの政府の労働政策におけるあたらしいものとは，労働運動に

浸透することであり，労働運動を政府の官僚の監督のもとに純経済的な平和

的な方向にひきこむことであった。労働者を専制との政治斗争からひきはな

そうとするこの試みは，先行する「慈恵」政策の継続であるばかりでなく，あ

たらしい事情に適応して，考えるところあってこれを労働者自身の手にゆだ

ねた近代化された様式であった。しかし， 20世紀初頭の労働運動は，ますま

す政治的色彩を獲得し，1警察社会主義jの枠からはみ出した。ある程度「警

察社会主義」と似かよった内容をもっ工場総代制の導入(そのイニシャチヴ

をとったのは大蔵省で、あった〉も，同様にあたらしい試みであった。この方
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法は官僚とフツレジョアジーの監督のもとで労働運動を狭い領域に限定するは

ずであった。しかしながら，ブルジョアジーはそうした実験に入ることをは

じめから拒否しており，これからも同じく何ものも得られなかった。スパト

フ主義の経験が企業家たちにオプチミズムをふきこまなかったので，工場総

代は全部で数企業で選出されたにすぎなかった。ヴェ・イ・レーニンは，工場

総代に関する法律が「労働者代表制の萌芽を警察的・スパイ的精神でもって

浸している」にもかかわらず， Iそれがどんなみにくいものであっても，現代

の政治的現実に積極的に参加することから」遠ざかるのはゆるされない，と

考えて，工場総代制を利用するよう提起していた。

ヴェ・イ・レーニ γの言葉によれば，ロシアは，暴力，迫害，禁止にもとづい

た， I労働運動と斗かう中世的農奴制的方法」が支配的であった。この方法

は， I慈恵」と対立しあうものではなく，相互に補足しあうものとして結び

ついていた。 20世紀最初の数年に，労働問題に関する政策をも含む専制の対

内政策に，ストライキの自由についての90年代末の法案や，さらにはっきり

とズパトフ主義ゃにあらわれていた動揺が発生した。しかし政府はこの場合

にも，労働者とブ、/レジョアジーの相互関係への指導権を自らの掌中に保持す

ベく努めていた。専制は第一ロシア革命の時期にさらに大きな動揺をみせ

た。そのとき専制政府はーセットの法案(ストライキ参加への懲罰条項の廃

止，工業裁判所の設置，労働組合の許可，労働日短縮，国営社会保険〉をもっ

て立ちあらわれた。政府の動揺および労働問題を許容する道を進もうとする

政府の試みは，何ものかを生み出しはしないし生み出せもしない，むしろ，

園の経済生活，政府生活におけるあたらしい現象を最小限に見積って専制を

保持しようとする努力から生れたものであるO 実際に，あたらしい道は専制

の崩壊のもとにのみ聞かれえたので、あった。「現在の自由の可能性について，

政治的自由の欠如しているところでのストライキの自由について，考えるこ

とはこっけいである。裁判なしに逮捕し追放する権利は警察の手にのこされ

ているし，それは専制が存続する限りそのままであろう」。ヴェ・イ・レーニ

ンはストライキ参加への懲罰的条項の廃止に関する90年代大蔵省の草案に触
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れてこのようにかし、ていた。

政府部内においてさえ大きな異論をまねいていた]1897年 8月12一日付回状は

19.05年はじめに廃止され，おくれて同年8月4日にはストライキ事件を刑

事的に圧迫することが一時的に中止されたが，地方および中央存政機関に政

府にとって好ま Lくない人物，専制およびその秩序に反対してたちあがるも

のすべてを抑圧するために広汎な裁量の余地をあたえた「特別非常警備令」

は，効力を維持していた。 1905年12月2日に，純経済的ストライキの刑事責任

を若干緩和する勅令が採択されたが，これと一緒に，鉄道，および下その括

動の中止が国家の安全を脅かすか，社会的炎厄のー可能性をつくり出今ずかす

る」あらゆる企業一般におけるストライキ参加の責任についての政令が施行

された。かようにして，政府は1905年の革命ののちにも，ストライキへの参

加は罰せられるべきである之しづ以前の立場をとりつづけていた。そして以

前と同じく，司法機関で検討するのはごくわずかにとどめ，労働者の行政的

鎮圧にたよっていた。

専制は支配諸階級の利益を克持し，その立場から労働問題に関する自らの

政策をも遂行したが，しかしこのことは政府の陣営のある独自性を排除する

ものではない。 ヴェ・イ・レーニンは次のように指摘している。「専制は， い

くらかは農民大衆と小生産者一般の鈍重さに支え/られ，いくらかは一定程度

独自な政治的組織的勢力と自らを装いながら対立する諸、利益の聞のAランス

をとることに支えられて，支配諸階級の一定程度の利益を満足させるのであ

る」。第一ロシア革命ののち高びこの問題に立ちかえって，ヴェ・イ・レーニン

は，専制の独立性により一層立ち入った規定性をあたえたorツアーリ君主

制の階級的性格は，ツアー権力と『官僚制』との大きな独立性を少しも除去

しないJ。絶対主義の独自性の土壌の上に， ruツアーリと人民，人民とツアー

リの不可分の統一性』に関する学説，専制権力が人民1の諸階層，諸階級の上

に立つものであり，……全人民の一般利益を表現するものである，との学説

が邪魔されることなく発展し，偽善的に普及し」生育するのである。これは

一定程:度農民の政治的観念に反映しまた，労働者階級のかなり多数の諸層
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の政治的観念にも反映した。専制とその全機構を掃きすてるブ、ルジョア民主

主義革命は， r人民の利益」の奉仕者と Lての専制という思想、であいまいに

、されていない労働者階級のために，ブ、ノレジョアジーとの自己の斗争に真直な

道を聞くべきであった。ヴェ・イ・レーニンは次のように主張していた。労

働者にとって「政治に対するブルジョアジーの公然たる影響は，あたかも全

能で「独立している」かにみえる政府によって隠倣されている今日のそれよ

りもはるかに有利で、ある。…・・・全ロシアのプロレタリアートが，労働者はど

んな利益のために斗争しているのかをみることができるように，どのよh うに

斗争すべきかを学ぶことができるように，資本家階級との公然たる斗争が労

働者にとって必要なので、ある ・50

1)“OyqeT 110 focy且apCTBeHHoMycOBeTy .3a 1882 r. ". C05. 1884: 

“OT.可巴T110 focy，/¥apCTBeHHoMy cOBeTy 3a 1885 r." • C05. 1887: 

“OT'IeT 110 focy，/¥apcTBeHHoMy cOBeTy 3a 1886 r."・C口5.1888: 

“OT'IeT 110且eJI0l1pOII3BO，/¥CTByrOc，/¥apCTBeHHoro COBeTa 3a ceccHlo 1896 

-1897 rr." C05. 1897: OyqeTI10 ，/¥eJI0l1pOII3BO，/¥CTBy.focy，/¥apCTBeHHoro 

COBeTa 3a ceccHlo 1902-1903 rr."Cn5. 1903 

“Tpy，/¥bI KOMIICCIIII， y'lpe)K，/¥eHHoH JJ.λ51 l1epeCMOTpa yCTaBoBやa6pWIHoro

H peMeCJIeHHOrO" 可 1-2.C05. 1863:“C60pHHK y3aKoHeHH首， rrpaB即

日 pacrrOp5l)KeHIIH， KacalO山HXC5I <jJa6pH'IHO首 HHCrreKl¥IIH". BbIIl. 1 - 3 

C口5. 1898-1902:“MaTepHaJIbI rro H3且aH1I1O3aKOHa 2 IIIOH5I 1897 r. orp-

aHII'IeHIIII II pacrrpe，/¥eJIeHIIII pa60'lero BpeMeHII B 3aBe，/¥eHII5IXφa6pII可II-

HO-3aBO，/¥CKO白 rrpOMbIIl¥JIeHHOCTII".cn5. 1905:“Ta首Hble且oKyMeHTbI，OT-

HOC5IIl¥HeC5I K 3aKoHy 2 IIIOH5I 1897 r. "・)f(eHeBa.1898:“CaMO且ep)KaBlIe

H CTa'lKII: 3arrlIcKa MIIHlIcTepCTBa やIIHaHCOB 0 pa3peweHIIII CTa可eK".

)f(eHeBa. 1902・“Tpy，/¥bI06Il¥ecTBa )(JI5I co且巴誼CTBII5IpyCCKOH rrpoMbI山 JIe-

HHOCTII II ToproB耳目". Y. 12. C05. 1881: TaM )Ke， 可. 24. .C口5. 1898: 

“TpY，/¥br' BbICO可a品Il¥ey可pe)K，/¥eHHoroBCepOCCIt員CKoroToproBo-rrpOMbIIl¥JI-

eHHoro Cもe3)(a1896. r. B HH)KHeM HOBropo，/¥e". T. 1. C05. 1897 : TO )K巴.

T. 3， BbIIl. 5.C05. 1897: B. f.刃POl¥KHH.CTpaxoBaHHe pa60可HXB CB5I3H 

C OTB巴TCTBeHHOCTblOrrpe，/¥rrpHHHMaTeJIeH. T. 1 -2. C05. 1895: l1B. YH-

CT5IKO広 CTpaXOBaHliePa60'lHX B POCCIIII.M. 1912: f:φTHrpaHOB 

KaCCbI ropHopa60'lHX. .C05. 1896: E..M:且eMeHTbeB.Bpa可e6立a51rrOMoiIlb 
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やa6pWIHblMpaoo弓!l仏 C口B.1899;入. A.'口pecc.CTp註XO君主H!l告 pa60可HX

S POCCfl!l. C口B.1900; B.日.J1廷TOB!lHOS-φ8JI院際立K立詰. OTBeTcrBeHHocrh 

rrp母，n:rrpHH!lM3TeJI巴設 3荘 yBe可he !l CM合pTbP詩OO'!HX rro ，ile員CT思ylOlll.eMy

3aKOHO，il8T邑JlhCTSy.CnB. 1903:εro iK札 φaOp!l'!HO邑 3f1KOHOnflr日JIhCrBO

沼 やa6pお司Ha耳目!lCrreK江波克 BPOCC!l!l. CnB. 1900. 

2) 11. 11. llleJJbIMarHH. <TaopH可Ho-rpynOBo母 3aKOHO.nareJIbCT諮o B Pocclm. 

2-l! riOJIOBIUI註 BeKa.M. 1947:ξro総合， 3aKoHo且註時五bCTBO0φa6p山政0-

3註BO.ilCKOMTpy，n:e日 POCCHH.1900-1917. M. 1952; Aφ. BOB可封K.nOJI泌す問

えaplf3Marro paoo可eMyBorrpocy B rrp母，n:pεBOJJIOUHOHHbI註廷をP路O，n:. J1bBOB. 

196ヰ:“Kp註TKa耳目crop悶 p鋭的邑ro，n:BH祝日HH完 結 POCC間 " M.1962:c聖1.

Ta在)j{控“O可epK羽おCTO予践11pOCC!l説CKororrpo.neTap削 ra'ぺ M. 1963: C. 11. 

J1epMa仏 nOJl!lTlfKauap1l3Ma rro “paoo可色MyBorrpocy" B 70，・・80-xrr.日eKa.

"yq吉区hI母 3arrHCKH"fo亡yn設pCTBeHHororr企，n:設rOfH可吃C誌oroHHCTH1::yr証絞縦一

合H!lB. 11. 4Ka"'lOBa. BhIlI. 7. MlI討CK.1958: B羽 B.COpOKHH. 0 H企Korop円

bIXねOJl滋ue設CK!lXMeporrp沼茸T滋克xuap災3MaB P羽60之!eMy詰orrpocenepBo蕗

nOJlOB!lHbI 70吋 xrr. 話集 “y'!εHbI合 3arr!lCKH"CMOJI宮廷εKororocy瓦註pcrsを沼封司

oro rre，n:aror終弓告Clwro!lHcTyra m高官HHK. MapKca. 2. BbIn. CMOJIeHcK. 

1953: cp. crarblO ; n. nap註，n:詫30諮.P呈60可奴註 BOロpOCB POCC!ll1 B Ha'!誼JIξ

70-x rr.日. "11crop関 口pO耳erapH3ra"，193乙 10，crp. 57-71. 

3) ごう.3. Kpy3e. AHrHpa60'!aH rrOJI災TおKaMOHOrrOJJ混義 / 滋註 npおMeperre-reゅ

p6yprcKo員 rrpOMbllll.瓦をHHocrH j. “日O，1!blUをBHC託a呈 rre'larb 民 pa60巧滋設

KJlaCC Pocc民間 Bro，n:bI peBOJIIOUHOHHoro rrOJ(oeMa 1910…1914" M. 1965， 

c-rp. 389-400 : B 刃刀aBepb服部.POCC!lfICKHe rrp側 bIIllJIeHHHK!l !l' pa6o-

巧告を且詰琵iKem'!e B nep滋o，n: HMrrep悶aJI民3Ma.“Pa60可紅詰 KJI謀Cむ 箆 paoo司ee

.L¥B!liK日H!leB POCC!l!l". M. 1966， CTp. 255… 284: J1 E.立len出君臨.Konapr・-

おeplU加は pyccKall6yp耳(y註3HH: TaM iKe， crp. 285-303 ; 11. A. BaKo'laHO日

sa. K Borrpocy. 0双務JIHTapH3aUHHTpy.ila B rrepHO.il HMrrep羽皐瓦滋CT話可eCKO前

日0加 bI: T総統 ， crp. 304-313 :人分 ABpex.TpεT民間臨むKallMO悶 pX搬

忍 p鋭的羽詰 BO叩 OC.“11cropH克 CCCP'ぺ1966，rOM 1， CTp降 42-69，

ヰ) 11. 11. llleJJ獄事主義rllH.<TaopH司自O吋 rpy，n:OBO忠 3aKOHOJ(areJIbCr説。 B.POCCH!l，

crp. 147. 

5) A.φ. Bo日'IHK.YK証3.CO札， CTp. 186. 

6) CM. B. 11. J1君豆諸孔 ncc. T. 2， CTp. 301. 

7) B.11. JTe況は札口CC‘T.5， crp. 74. 

き〉 “Tpy，lJ，bI KO泌舵Cll立， y'lpe ìK，lJ，eH日0詰兵蒜克段記pec~lOrpa Y cr説話oBtta6p既刊HO-

rO!l pe舵む再開Horo'¥4.1，告Tp.495-593. 
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ヨ) B. 11. JIemm. ncc. T‘ 6， CTp. 364. 

10) B. 11. JI吉 良 夜 札 口CCT. 2， CTp. 59. 

11) B. 11. JIeH日比 f1CC. T. 5， CTp. 75 

12) H. H. f10JI貫流CKHI1.CT昌司瓦註 paOO'!HXH yrOJIO話Hbl詫3証KO比 Cf16.1907， C宝p.

369. 

13) “MaT叩HaJIblno都 立 部 烈o3aKOHa 2目的関 1897r. 06 orpaH例在任泌IH pa-

cnpeぷ母諸君HHH paoo可eroBP君主主君波浪 芭 3aBe，lleH日珂文 や註OpH'!HO-3aBO)l，CKO長

npOMbJlllJIeHHOCT沼ぺ CTp.87. 

14) “おcnOMlfHaHH5111.孔5lHiKyJIa 0 nepeil<問問 HBH)leHHOM B 1864-1909. 

rr. ". C口6.1910， CTp. 189. 

15) “?謀長Hble双oKyMe筏n糸 OT日OClHlmeClIJ< 3aKoHy 2 HぬHlI1896 r笹ヘ εTp.18.

16) “OT弓eT110 .n:eJIonpo日3BO)lむ主Byfocy，且apCT日記HHorOCO程在Ta3a ceccmo 1896 

-189] rr. ".ετp. 189. 

17) “OT司君Tno且eJIOロpOH3諮O，llTeByfocy且apCTBCH廷oroCOBeTa 3a C芭ccmo1902 

-1903 rr. ". c-rp. 147， 194， 195， 207， 日，llpyr羽詰.

18) “PaOO'lee.n;SH2弦ε汽H合 Ha3aBO江axneTepoypra B Mae 1901 ro.n;a". '‘KpaCH叩

b[詰 ApXH語"， 1936， TOM 3-76. CTp. 62. 

19) .03epoB.口。瓦沼THK荘 nopaoo司を滋y韮oupocyB POCCHH 3呂廷OCo'l官立HHerO)lbl， 

M. 1906， CTp. 138. 

20) B. 11. JIeHHH. ncc. T. 5， CTp. 76. 

21) B. 11. JI芭HHH.f1CC.ア 25，CTp. 322. 

22) (設けにくみかえ

23) “OT可号TUO )le♂onpOH3Bo.n;CT詰Yfocy兵器pCTBeHHoroCO話告す設 3aceCCHlO1902 

…1903 rr. '¥T. 2. Cf16. 1904， CTp. 137. 

24) T岳民主 2宣告， CTp. 140 

25) A.φ‘BOB'!琵芯. YK証3.CO'!. ，CTp. 52. 
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